
一般社団法人日本病院会御中

事 務 連 絡

平成 28年 6月 27日

厚生労働省医政局医療経営支援課

発出した通知の一部訂正について

平成 28年 3月 25日付けで、「医療法人の機関について」（平成 28年 3月 25日医政発

0325第 3号）及び「医療法人の合併及び分割について」（平成 28年 3月 25日医政発 0325

第 5号）が発出され、また、平成 28年4月 20日付けで、「医療法人会計基準適用上の

留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指

針J（平成 28年4月 20日医政発 0420第5号）が発出されたところですが、各通知につ

いて、別添のとおり各都道府県衛生主管部（局）医務主管課あて連絡いたしましたので、

御了知願います。



⑤ 

各都道府県衛生主管部（局）医務主管課御中

事務連絡

平成 28年 6月 27 日

厚生労働省医政局医療経営支援課

発出した通知の一部訂正について

平成 28年 3月 25日付けで、「医療法人の機関についてJ（平成 28年 3月 25日医政発

0325第3号）及び「医療法人の合併及び分割についてJ（平成 28年 3月 25日医政発 0325

第 5号）が発出され、また、平成 28年4月 20日付けで、 「医療法人会計基準適用上の

留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指

針J （平成 28年4月 20日医政発 0420第5号）が発出されたところですが、各通知に

ついて、関係者からのご指摘を踏まえ、別添のとおり訂正いたします。御了知の上、適

正な運用に努められますよう、お願い申し上げます。



or医療法人の機関についてJ （平成28年3月25日医政発0325第3号） （抄）

訂正後

第1 医療法人の機関に関する規定等の内容について

1～7 （略）

8 役員等の損害賠償責任等に関する事項（法第47条から第49条の3関係）

(1) （略）

(2) 医療法人に対する役員等の損害賠償責任の免除について

①～⑥（略）

⑦ ①にかかわらず、医療法人は（1）の①の責任について、評議員又は

理事若しくは監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場

合において、責任の原因となった事実の内容、評議員又は理事若しく

は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認める

ときは、盆により免除することができる額を限度として理事会の決議

によって免除することができる旨を定款又は寄附行為で定めることが

できること。

別添3 特定医療法人の定款例（平成15年医政発第1009008号）

（別添 1) 

（下線の部分は修正部分）

訂正前

第1 医療法人の機関に関する規定等の内容について

1～7 （略）

8 役員等の損害賠償責任等に関する事項（法第47条から第49条の3関係）

(1) （略）

(2) 医療法人に対する役員等の損害賠償責任の免除について

①～⑥（略）

⑦ ①にかかわらず、医療法人は（1)の①の責任について、評議員文は

理事若しくは監事が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場

合において、責任の原因となった事実の内容、評議員又は理事若しく

は監事の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認める

ときは、皇により免除することができる額を限度として理事会の決議

によって免除することができる旨を定款又は寄附行為で定めることが

できること。

別添3 特定医療法人の定款例（平成15年医政発第1009008号）

第45条評議員は、次に掲げる者から理事会において推薦した者につき、理｜第45条評議員は、次に掲げる者から理事会において推薦した者につき、理

事長が委嘱するo - I 事長が委嘱する。

(1）～（3) （略） I (1）～（3) （略）

(4) 本主国の評議員として特に必要と認められる者 I (4) 本盟国の評議員として特に必要と認められる者

2～3 （略） I 2～3 （略）



（別添2)

0 「医療法人の合併及び分割について」 （平成28年3月25日医政発0325第5号） （抄）

訂正後

第6 分割の手続

吸収分割の手続については法第60条から第60条の7まで及び第67条の手続

の規定を、新設分割の手続については、法第61条から第61条の6まで及び第

67条の手続の規定を遵守すること。

また、社会医療法人、特定医療法人、持分の定めのある医療法人及び法第

（下線の部分は修正部分）

訂正前

第6 分割の手続

吸収分割の手続については法第60条から第60条の7まで及び第67条の手続

の規定を、新設分割の手続については、法第61条から第61条の6まで及び第

67条の手続の規定を遵守すること。

また、社会医療法人、特定医療法人、持分の定めのある医療法人及び法第

42条の 3第 1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人は、会劃遡亙 I42条の 3第1項の規定による実施計画の認定を受けた医療法人は、金盟主す

の対象とすることができないため留意されたいこと。

1 （略｝

2 分割の認可の申請（規則第35条の8及び第35条の11関係）

(1) 吸収分割の認可を受けようとする医療法人は、申請書に次の書類を添

付して、都道府県知事に提出しなければならないこと。

①～⑤（略）

’⑥  吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の財産自

録及び貸借対照表

⑦～⑨（略）

(2) 新設分割の認可を受けようとする医療法人は、申請書に次の書類を添

付して、都道府県知事に提出しなければならないこと。

①～⑤（略）

⑥新設分割前の新設分割医療法人の財産目録及び貸借対照表

⑦～⑨（略）

」盟墜L

3 債権者の保護（法第60条の4、第60条の5及び第61条の3関係）

(1) 医療法人は、都道府県知事の吸収分割又は新設分割の認可があったと

ることができないため留意されたいこと。

1 （略）

2 分割の認可の申請（規則第35条の8及び第35条の11関係）

(1）吸収分割の認可を受けようとする医療法人は、申請書に次の書類を添

付して、都道府県知事に提出しなければならないこと。

①～⑤（略）

⑥ 吸収分割前の吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人の乏2庄

点での財産目録及び創昔対照表

⑦～⑨（略）

(2) 新設分割の認可を受けようとする医療法人は、申請書に次の書類を添

付して、都道府県知事に提出しなければならないこと。

①～⑤（略）

⑥ 新設分割前の新設分割医療法人のその時点での財産目録及び貸借対

照表

⑦～⑨（略）

ill社会医療法人、特定医療法人、持分の定めのある医療法人について

は、吸収分割医療法人及び新設分割医療法人にはなれないが、吸収分割

承継医療法人にはなることができることn

3 債権者の保護（法第60条の4、第60条の5及び第61条の3関係）

(1) 医療法人は、都道府県知事の吸収分割文は新設分割の認可があったと



きは、その認可の通知のあった日から 2週間以内に、分割がその債権者に

重大な利害関係があることに鑑み、債権者保護のためにその時点におけ

ゑ財産目録及び貸借対照表を作成しなければならないこと。また、当該

財産目録及び貸借対照表については、吸収分割又は新設分割に係る登記

がされるまでの問、主たる事務所に備え置き、債権者から請求があった

場合には、これを閲覧に供しなければならないこと。当該義務違反に対

しては、罰則規定（20万円以下の過料。法第76条第9号）があること。

閲覧については、書面又は電磁的記録の当該ファイル若しくは磁気ディ

スクに記録されている事項を紙面文は当該事務所に設置された入出力装

置の映像面に表示する方法により行うこと。

(2）～（4) （略）

丸、 J

きは、その認可の通知のあった日から 2週間以内に、分割がその債権者に

重大な利害関係があることに鑑み、債権者保護のために財産目録及び貸借

対照表を作成しなければならないこと。また、当該財産目録及び貸借対照

表lこついては、吸収分割又は新設分割に係る登記がされるまでの問、主た

る事務所に備え置き、債権者から請求があった場合には、これを閲覧に供

しなければならないこと。当該義務違反に対しては、罰則規定（20万円以

下の過料。法第76条第9号）があること。閲覧については、書面又は電磁

的記録の当該ファイノレ若しくは磁気ディスクに記録されている事項を紙面

又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法により行

うこと。

(2）～（4) （略）



＼ 

or医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」

（平成28年4月20日医政発0420第5号） （抄）

（別添3)

（下線の部分は修正部分）

訂正後 訂正前

様式第二号 線式第二号

,, ) ''・ ！日、叫世、人"li'.PI＼前~； I I I I I I hノタ ｜諜 l町市北人~：＇（即位け I I I I I I 
j;Jf(E)ll• •'Jrf1'1 '' 

HI 主品 ,H・ c): g m 能 'I g 

11:1 'i'J.X JI H 寸f 主I•主，，＼： JI I IJ (!=I 斗三＂＂ JJ H 寸； ・1三h）よ JJ 卜I)

(IPf‘？「l'll (ijlfιF l’J) 
H II 

,,,. 古.，， n 11 ι '" 在ri

I 事業損益 I 事業損益
A 本来章務串車損益 A 本来軍務事量4員益

1 事業収益 "' < 
1 事業収益 Jく〉〈〉く

2 事業費用 2 事業費用
( 1 ）事 業 質－ x 、’巳 ( 1 ）事 業 ~ xxx 

(2）埠ζ 古H 資 〉〈｝ー ×F (2）本 畠日 資 〉ぐ〉く〉〈 x ＞く〉〈
本来業務事業利益 三＜ xv 本来業務事重利益 〉〈〉〈〉〈

B 附帯業務事業損益 目 附帯業務事業損益
1 事 業 収 韮 韮 X ，、 1 事章担益 〉イ〉〈〉〈
2 事業費用 〉く＞（ x 2 事業費用 xxx 

附帯業務事業利益 、也、J 附帯業務事業利益 〉〈〉〈〉〈

c 収益業務事業鍋益 c 担益業務事業損益
1 事業収益 ' ＇く～ 1 事業収益 ."< >( x 

2 事業費用 ＂‘＇~. 2 事業貧ー用 ‘：＜ :;< . ...:: 

収益業務事畢利益 、く・rユζ 収益業務事裏利益 ，〈〉、、.，

事 業 和j 益 x ，‘、、 事 車 手I] 益 ，イ＞..~ .. ~ 

E 事 業外収益 E 事案件収益 ι 
h句ζ白 JI元 ~＞11 山 ' 、 Iii< 手•l ，』ー， 〉二〉〈》〈

4と＜／）fl!!.＂＇コ］＼. kクトII>(I四千 ぜ λ ，、示、 ＇~ぴ＂也 υ、，lιt二円、 H延弘主 x ＞＜下〈 〉〈、＇＂
E 事 畢件費用 血事聾件費用

）ξ ・11‘ 手11 日 ;・, ぅ！，： tJ、 fl] l! 討： Jく：＜

回こ＂＇＇＇也 C円’］＇；；•：ミ外·／＇i'Jll x‘、ノ 、〆，巴〆，，、’ そのf也＇＂』もむタト符 JIJ 〉く ν ，〈 A ）.く 2阪、

経 常 和I 益 v,,. -・ 経 常 不J 益 ;< X 汎

W 特別利益 IV 特別利益
1.c1ヲL ，－；内；＇＂ 1司I~：i ’‘ 

lbl司z''i :'i: J己 111，.材 ／.、，園、， ,, 一、

その他山村＇ J'i和l持 x -.、、 ;, x、ぺ そ dコf也ぴ》 1'f¥}II ;f<il ~主 〉ご，..＞く ラ＜ . ..－：. ‘＂ 
V 特別損失 V 特別編失

181世 ＞！； j’E ッU lll lit 〉イ Y 》 1"'・1 'i＇.ぜr l』，.，.~ 1事十ti 、＂，にごく

その他的特別相尖 〆〉〈× 、く，匂（：...： その他山持出IJ!Ji’に λ 、〈 λ ，く x；刷、

番t 弓1 布I 当期 首屯 和l 益 〉？〆C., 事昆 引 育可 当期純利益 xxぷ

11、人 F礼・ （lo J t 付4 2え u: 1r 色 I吐 y, " '.-< 辺、人杭・ U' 1・： l'l及び・，， ＼＇；悦 〉〈〉：〉〈

il< 人 。；t 旬、、Eに 調 ’可Z 主u 〉く〉く 〉く，、，＞＜ w l、 fウt 、－言、' 品司 ’；ヲ 自由 x ;<" 》〈〉〈ン

当 期 著屯 者向I 益 ，〈× v 当 其月 純 不I 益 x ~＇＜ x’ 

（注） 1.利益がマイナスとなる場合には、 「利益」を「損失」と表示すること。 （注） 1.利益がマイナスとなる場合には、 「利益Jを「損失」と表示すること。

2. 表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。（茅た、別に表示することが適当で 2.表中の科目について、不要な科目は削除しても差し支えないこと。また、別に表示することが適当で

あると認められるものについては、当該事業損益、事知ト収益、事知ト費用、特別利益及び特別損失を あると認められるものについては、当該事業損益、事知ト収益、事業外費用、特別利益及び特別損失主

示す名称を付した科目をもって、別に掲記することを妨げないこと。 主示す名称を付した科目をもって、 BIJに掲記することを妨げないこと。



（ 訂正後 訂正前

様式第九の一号 様式第九の一号

法人名 ｜※開法人i:>.J'Jli'il' 法人J払 ｜※防法人笠理番号111111 
凶il'E占地 所tEfll

・n: ~＇i、 ＇！＇（ fl] IYJ 科II }< ・j;: 1：貨 m l川和l J、
（斗if立： f'円） （単位．千円）

本来＂＂＇ f話事業費川 l，付帯主的 収低宅街 ぞ口う、 百｜
本来業務・I~ 't ・/'( JU 附指業所 ![ill総業務 ぷ口〉、 計

1、氏 う〉 予j（守， '/'i・ 本剖＼ tt・ 言｜ 事業費川 1i"t'/'(JI) 1主 う3 事業 ＇｛＇（ 本 ~ii :I'( 苦i 事会作用 事業費用

材料＇／！（ 材料貸
、〆九

給与＇／＇（ 給与：/'i

委託行 委託費

経＇／＇（ 毛主＇／＇（

先 ／－）息価 売ll京価

その他的’li'¥'it＇（川 その｛也引事rmm

言l

1.売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の 1.売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。

2.中区分科目には、それぞれ細区分を設け、売上原価については、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商 2.中科目区分には、それぞれ細区分を設け、売上原価については、商品（又は製品）期首たな卸高、当期商

品仕入高（文は当期製品製造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高を、材料費、給与費、委託費、経費及 品仕入高（又は当期製品製造原価）、商品（又は製品）期末たな卸高を、材料費、給与費、委託費、経費及

びその他の費用については、その内訳を示す費目を記載する様式によることもできる。 びその他の費用については、その内訳を示す費目を記載する様式によることもできる。

3.その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合 3.その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 費として整理した費目を記載する。



、

訂正後 訂正前
様式九のー号 様式九の二号

it人＊＇・ ｜※医術l；人~；~Jiil ,j¥o日l｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 法人名 ｜※医味法人設周！番号｜｜ ｜｜｜｜ 
同itE地 1?rtErU• 

事業 持 !II IYJ 細夫 事業 ＇（＇（ 川 IYJ 細 表

（山平成 月 日 中： 平成 I'] 日） （山平成 Ji 日 長平成 月 日）

（斗if立千円） （単位：千円）
判 目 金 自日 科 目 金 吉日

I 材料費 I 材料費

××× ××× ××× ××× 

II 給与費 II 給与費

給料 ××× 給料 ××× 

××× ××× 

××× ××× ××× ××× 

田委託費 Ill 委託費

検査委託費 /X× 検査委託費 /X× 

，，ぐ× ＼〉イ×
、

〉×× 〉べ× X×× x X× 

N 経費 N 経費

減価償却費 ××  減価償却費 ××  

××  ×ー×

／×× xx, ××× ×x x 
v 売上原価 v 売上原価

衛品（又は製品）期首たな卸高 ＼×  商品（又は製品）期首たな卸高 ＼ー×

当期商品仕入高（又は当期製品製造原価）
v 

メX× 当期商品仕入高（又は当期製品製造原価） メX×

商品（文は製品）期末たな卸高 Y×× メ× x 商品（文は製品）期末たな卸高 ス×× X×＼ 

羽その他の事業費用 羽その他の事業費用

研修費 ＼ノ〈× 研修費 ＼ノ〈×

〆＼× ／＼× 

＼×× ＼×／ ＼×× ＼×× 

事 業 費 用 計 × × ンペ 事 業 費 用 言十 ×× x 

1.売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の 1.売上原価には、当該医療法人の開設する病院等の業務に附随して行われるもの（売店等）及び収益業務の

うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。 うち商品の仕入れ又は製品の製造を伴う業務について記載すること。

2. IからVIの中区分科目は、省略する様式によることもできる。 2. 1からVIの中科目区分は、省略する様式によることもできる。

3.その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合 3.その他の事業費用には、研修費のように材料費、給与費、委託費及び経費の二つ以上の中区分に係る複合

費として整理した費目を記載する。 費として整理した費目を記載する。


